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年に1度、小腸の状態を確認！
クローン病は寛解状態（症状が落ち着いている
状態）のモニタリングと、再燃（寛解状態から再び
症状が悪化すること）の早期発見が大切です。
定期的に小腸の状態を確認することが重要です。

■特定医療費（指定難病）受給者証 ：
クローン病は厚生労働省による難病医療費助成制度の対象疾病（指定難病）のため、お住まいの区市町村の窓口に書類
申請すれば、都道府県・指定都市による審査で決定が下されます。その後患者さんのもとに認定の場合は 『特定医療費
(指定難病)受給者証』、保留の場合は保留になった旨の通知、不認定の場合は 『不認定通知』 が届きます。
『特定医療費(指定難病)受給者』 となった場合は決められた自己負担限度額を上回った医療費について助成されます。
更新の際の検査として、カプセル内視鏡がご使用頂けます。更新のためにカプセル内視鏡検査は必須ではありませんが、
年間を通して定期的に小腸の状態を確認することが大切です。

小腸カプセル内視鏡

パテンシーカプセル
小腸が狭窄していないかを
確認するためのカプセル

小腸用カプセルを飲む前に
先にこのカプセルを飲み、
開通性を確認します。


